
栃 木 県 東 京 学 生 寮

短期入寮者募集要項

〔募集期間 令和７(2025)年11月17日（月）～令和８(2026)年２月10日（火）〕

公益財団法人栃木県育英会

１ 出願資格

（１）申込時において、大学・短大又は修業年限２年以上の専修学校専門課程に在学している人

注）通信教育課程の人及び休学中の人を除きます。

（２）保護者（父母）又はこれに代わる人が栃木県内に住所を有する人

（３）寮費等必要な経費を負担できる人（確実な連帯保証人を２名立てられる人）

（４）健康で文化的な共同生活を営むことのできる人

（５）本人、その保護者（父母）又はこれに代わる人及び連帯保証人となる人が反社会的勢力でない人

（６）出身校又は在学校における全学年を通じた学習成績評定平均値が、５段階評価で3.0以上である人

（７）本人の属する世帯で、父母又はこれに代わって家計を支えている人の令和６(2024)年中の所得要件算定基準額

（別紙に詳細があります。）が、３８１，５００円以下である人

２ 契約期間

令和７(2025)年11月17日（月）～令和８(2026)年３月20日（金）の期間内で、１カ月以上

注１）契約期間は、令和８(2026)年３月20日を超えられないので、在寮できる期間

は最長でも４カ月程度となります（11月下旬に入寮申込した場合）。

注２）寮室やフロアを選ぶことはできません。

また、異性のフロアに立ち入ることはできません。

３ 学生寮の概要

（１）所在地 〒153-0044 東京都目黒区大橋２丁目20－11

（２）構造・規模 鉄筋コンクリート造６階建

（３）運 営 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

（４）定 員 男子６０名・女子６０名

（５）寮室面積 約１０㎡

（６）寮室設備 机・いす・ベッド（マットレス付）・レースカーテン・クローゼット・冷蔵庫・エアコン・

物干し金具・無線LAN 等

（寮室内にトイレ、風呂、洗濯洗面室等の水回りは付属していません。）



（７）共用施設・備品

共用施設 食堂・ラウンジ・キッチン・スタディシアター（学習室）・ゴミ置き場・トイレ・洗濯洗面室・

洗濯機（有料）・乾燥機（有料）・シャワールーム（浴室はありません。）・メールコーナー 等

備 品 電子レンジ・トースター・電気ポット・炊飯器・給茶器・コピー機（有料） 等

駐 輪 場 利用する際には、個別に運営会社との契約（有料）が必要です。

（８）門 限 午前０時

（９）食 事

月～金 ７：００～ ８：３０ ※土曜はブランチ対応

朝 食

土 １０：３０～１２：００

月～金 １８：３０～２２：００ ※２２時以降は弁当対応（食堂において２４時まで

夕 食 提供可能）

土 １８：３０～２２：００

注）日曜及び年末年始５日程度は休業します。

４ 学生寮略図

＜交通案内＞

ＪＲ渋谷駅から

○ 東急田園都市線利用の場合

池尻大橋駅（地下）下車、北へ約670ｍ（徒歩約９分）

○ 京王井の頭線利用の場合

駒場東大前駅西口下車、南へ約610ｍ（徒歩約８分）

○ バス利用の場合

渋谷駅発着所から若林方面又は梅ヶ丘駅行きバス

・松見坂上停留所下車、西へ約200ｍ

・駒場停留所下車、東へ約200ｍ

５ 経費の負担

（１）入寮一時金 ４５，０００円

（２）寮費等(※) ７７，３００円（月額） （寮費等内訳）

※月の途中で入寮した場合及び退寮 寮 費（部屋代）３０，０００円

した場合の寮費等は、日割により計 食 費（税 込）２２，４００円

算します。 施設維持費 １８，３００円

電気代（税 込） ６，６００円

（３）寮室の原状回復費用（退寮時に確定します。）

（４）その他、入寮者が建物・設備等を損傷又は損壊し、修繕が必要となった場合には、その費用が掛かります。

（例：備品を故意又は過失により破損させた場合、鍵の紛失による再発行 等）



６ 提出書類（各１部）

（１）入寮申込書（本会指定の様式によるもの。高等学校等の長の推薦書付）

（２）調査書（高等学校等の長が作成したもの）

（３）令和７(2025)年度住民税決定通知書の写し（※）

（４）個人情報の第三者提供に関する同意書（本人用及び保護者用）

（５）学生証の写し又は在学証明書の原本

※ 住民税決定通知書とは、例年５月下旬～６月上旬頃に自治体から交付されている書類です。所得要件の計算に必要

なので、以下の様式例のとおり氏名欄及び金額欄が明確に読み取れるように全体をコピーし、次の例にしたがって添

付してください。なお、所得証明書や源泉徴収票等では受付できませんので、ご注意ください。

ア 両親がいる世帯の場合 → 父と母の２人

イ 父母に代わる人が家計を支えている世帯の場合 → 父母に代わって家計を支えている人

ウ 母子又は父子世帯の場合 → 母又は父

＜様式例＞

なお、住民税決定通知書が手元にない場合は、栃木県育英会事務局（０２８－６２３－３４５９）まで御連絡くださ

い。別途、提出していただく書類をお伝えします。

７ 書類の提出先及び提出期限

公益財団法人栃木県育英会事務局 令和８(2026)年２月10日（火）必着 厳守

〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０（栃木県庁舎西別館３階）

☎０２８－６２３－３４５９

※ 不明な点がありましたら、事務局へお問合せください。

８ 選考及び入寮決定等

（１）学習成績・所得の状況をもとに選考委員会において選考し、その結果（内定者又は補欠者）を本人に通知します。申

込者が多い場合、出願資格を満たしても内定者とならないことがあります。その場合、補欠者となります。

（２）選考結果は当会から送付します。その後の手続きについては、運営企業である伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

と行っていただきます。

（３）内定者は、入寮に必要な手続きを行い、理事長が入寮を決定します。

（４）補欠者は、内定者に欠員が生じたときに選考結果の順位に従い、順次繰り上げて内定者とし、その都度伊藤忠アーバ

ンコミュニティ株式会社から電話連絡があります。

９ その他

申込書類は、当会ホームページからダウンロード（※）が可能です。

※ ダウンロードした申込書を印刷する紙は、白のプリンター用紙、片面印刷で構いません。



別 紙

○ 所得要件算定基準額について

所得要件算定基準額とは、父母又はこれに代わって家計を支えている人の給与収入金額又は所得金額に基づ

き、下記のとおり計算した額です。

（所得要件算定基準額） ＝ （課税標準額）× ６％

－（市町民税調整控除額）…（注１）

－（多子控除）…（注２）

－（ひとり親控除）…（注３）

（100円未満は切捨て）

（注１）ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等（臨時的な減税措置を含む。）は含みません。

（注２）父母又はこれに代わって家計を支えている人が、２人を超える子ども（就学者又は就学前の子）を扶

養している場合、２人を超える子ども１人につき40,000円を控除します。

例）「申込者本人」、「大学生の兄」及び「中学生の妹」を扶養している場合の控除額は、

（３－２）人 × 40,000円 ＝ 40,000円

となります。

（注３）ひとり親世帯に該当する場合、40,000円を控除します。

○ 収入及び所得の上限額の目安

世帯人数 想定する家族構成 世帯の年間給与収入金額 世帯の年間所得金額

（ (☆)が会社員等 ） （ (☆)が自営業等 ）

本人、親１(☆)、

３ 人
親２（無収入）

１，１１３万円 ８７９万円

本人、親１(☆)、

４ 人 親２(☆)（注）、 １，２５０万円 ８９２万円

中学生

本人、親１(☆)、

５ 人 親２(☆)（注）、 １，３３４万円 ９５８万円

中学生、小学生

注）親２は、例として、給与所得の場合（左表）は収入300万円、給与所得以外の場合（右表）は所得200万

円としています。



＜外 観＞ ＜寮 室＞

＜エントランスラウンジ＞ ＜コモンズ（食堂）＞

＜洗濯洗面室＞ ＜シャワールーム＞
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